
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
四
号

局

中

一

般

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
企
業
局
長

木

下

慎

次

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
徳
島
県
企
業
局
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

別
表
第
一
第
三
十
号
の
３
及
び
４
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

５

会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二

条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
の
給
与
の
決

定

別
表
第
一
第
三
十
三
号
の

中
「
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
」
を
削
る
。
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別
表
第
三
の
三
第
一
号
中
「
通
勤
手
当
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
通
勤
手
当
及
び
通
勤
手

当
に
相
当
す
る
給
料
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
三
号
中
「
旅
費
」
の
下
に
「
（
会
計
年
度
任
用
職

員
の
旅
費
及
び
旅
費
に
相
当
す
る
経
費
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
表
第
四
号
中
「
報
酬
及
び
賃
金
」
を

「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
採
用
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
の
給
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


